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登
山
計
画
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い

　

長
野
県
登
山
安
全
条
例
が
施
行

さ
れ
、
平
成
28
年
7
月
1
日
か
ら

指
定
登
山
道
を
通
行
し
よ
う
と
す

る
と
き
に
登
山
計
画
書
の
提
出
が

義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
浅
間

連
峰
で
は
、
浅
間
山
（
前
掛
山
）

と
黒
斑
山
の
火
山
館
コ
ー
ス
、
黒

斑
コ
ー
ス
が
指
定
登
山
道
に
指
定

さ
れ
ま
し
た
。

　

登
山
計
画
書
は
遭
難
発
生
時
に

捜
索
救
助
の
手
が
か
り
と
な
る
大

切
な
も
の
で
す
。
登
山
口
に
設
置

さ
れ
た
登
山
計
画
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
登
山
ポ
ス
ト
へ
投
函

す
る
か
、「
コ
ン
パ
ス
」（
山
と
自

然
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
及
び
県
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
電
子
申
請
等
に
よ
り

必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

登
山
の
際
に
は
浅
間
山
の
噴
火

警
戒
レ
ベ
ル
等
、
最
新
の
情
報
を

確
認
の
上
、
安
全
に
登
山
を
楽
し

み
ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

浅
間
連
峰
地
区
山
岳
遭
難
防
止

対
策
協
会
（
事
務
局
：
総
務
課　

総
務
係
、
救
助
部
：
小
諸
警
察

署
☎
22
‐
0 

1 

1 

0
）

■
国
保
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

　

平
成
26
年
度
中
、
一
年
を
通
じ

て
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
お

り
、
医
療
機
関
で
受
診
し
な
か
っ

た
世
帯
の
方
は
、
次
の
す
べ
て
の

項
目
に
該
当
す
れ
ば
、
無
料
で
歯

周
病
検
診
を
受
診
で
き
ま
す
。

・
35
歳
以
上
の
方

・
同
ペ
ー
ジ
最
上
段
に
記
載
の
節

目
年
齢
歯
周
病
検
診
や
妊
婦
歯

周
病
検
診
に
該
当
し
な
い
方

・
施
設
等
へ
入
所
し
て
い
な
い
方

・
国
保
税
に
滞
納
が
な
い
方

◆
申
請
方
法
・
期
間

　

国
民
健
康
保
険
証
と
印
鑑
を
ご

持
参
の
上
、
平
成
29
年
2
月
28
日

ま
で
に
市
民
課
窓
口
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
受
診
期
間

　

平
成
28
年
7
月
1
日
㈮
〜

 

平
成
29
年
3
月
31
日
㈮

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課　

国
保
年
金
係

■
75
歳
に
な
っ
た
方

　
（
昭
和
15
年
4
月
1
日
〜
昭
和

16
年
3
月
31
日
生
ま
れ
の
方
）

　

対
象
と
な
る
方
に
は
、
6
月
下

旬
に
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

か
ら
案
内
通
知
兼
歯
科
健
診
受
診

券
及
び
問
診
票
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

◆
受
診
期
間

　

7
月
1
日
㈮
〜
11
月
30
日
㈬

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課　

国
保
年
金
係

■
平
成
28
年
度
中
に
35
・
40
・

50
・
60
・
70
歳
に
な
ら
れ
る
方

　

対
象
と
な
る
方
に
は
、
5
月
中

に
受
診
券
を
送
付
し
ま
し
た
の
で
、

受
診
券
に
記
載
さ
れ
て
い
る
医
療

機
関
に
予
約
し
て
、
期
間
内
に
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
受
診
期
間

　

平
成
28
年
6
月
1
日
㈬
〜

 

平
成
29
年
3
月
31
日
㈮

◆
内
容

・
問
診
、
歯
や
歯
肉
の
検
査

・
歯
磨
き
指
導　
　
　

ほ
か

◆
持
ち
物

・
無
料
受
診
券
、
保
険
証

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
づ
く
り
課　

健
康
支
援
係

〈広告欄〉

『
歯
周
病
検
診
』
が
受
け
ら
れ
ま
す

無
料
で

　

歯
周
病
は
、
成
人
の
約
8
割
の
人
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
歯
周
病
の

初
期
は
痛
み
な
ど
の
自
覚
症
状
が
あ
り
ま
せ
ん
。
早
期
の
歯
周
病
対
策
と
し
て
、
こ
の

機
会
に
ぜ
ひ
、
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

い




